
＜参考＞ 機構支援業務（設計・工事等関連業務に係るもの）の見取り
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・ 個別業務（設計等）や工事の発注

・ 個別業務（設計等）の執行管理

・ 数量調書、積算内訳書の作成

・ 法申請手続きの実施

・ 募集パンフレット等の作成

・ 管理部門等への引継の実施

等

・ 個別地区の工事監理業務の発注

・ 指導検査の実施

・ 工事説明会の実施

・ 入居者募集の実施

・ 事故発生時の各種対応

等

・ 譲受人等からの問合せ対応

・ 元施工業者等との協議の実施

・ 瑕疵の特定、補修範囲の決定

・ 瑕疵修補完了後の支払等の実施

等

＜設計品質確認等業務＞

・ 建築、設備設計間等の図面照合

・ 積算に係る照査

・ 法申請に係る図面照合

・ 募集に係る図書照合

・ 管理部門等への引継資料編集

等

＜工事監督業務（総主任）＞

・ 主体工事や関連工事等工事間調整

・ 工事監理者及び施工業者への指導

・ 入居者、近隣住民との調整

・ 募集、入居に係る調整

・ 事故対応等の補助

等

＜品質保証関連業務＞

・ 瑕疵特定に係る現地調査

・ 元施工業者との協議に係る技術助言

・ 補修工事に係る技術助言

・ 関連資料及び協議記録等の作成

等

建物工事発注 建物工事竣工

※機構支援業務の具体的な業務内容は、計画推進、権利者・居住者等対応、設計・工事等関連業務であり、ＵＲ職員の支援を行う業務（今回の対象は、設計・工事等関連業務）


